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１ 試験区分、募集人員及び職務概要 
  当事業団が運営する施設や法人部門において、次に掲げる業務（他部門と協働して行う関連業務を

含む）に従事します。 

試験区分（職種） 募集人員 職務の概要 

看 護 師 若干名 
障害児者を対象とした入院病棟、外来、生活支援施設、障害児通

園施設等での看護師業務 

 

２ 受験資格 

資格・免許等 年齢等 

大学卒業程度の学力を有し、看護師免許を有する人。 昭和 37 年 4 月 2 日以降に出生した人 

 

３ 試験スケジュール 

日程 場所 合格発表 

原則、応募の都度、 

随時選考を行います。 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

（横浜市港北区鳥山町１７７０番地） 

○試験日から 1 週間前後 

○受験者には文書で通知します。 

＜注意＞ 

① 試験当日は、後日発送される受験票、鉛筆・シャープペンシル(HB、0.5mm 芯)、黒のボールペン、

プラスチック消しゴムを持参してください。 

 ※郵送の都合で、受験票の送付が試験日に間に合わない場合には、個別にお知らせします。 

② 電話等での合否のお問合せは、一切お受けできません。 

③ 応募状況により試験日程を決定します。選考の進行状況により、申込を終了する場合があります。 

 

４ 採用時期 
   原則として令和４年４月１日（合格者と別途調整いたします。） 

 

５ 試験内容 
 （1）筆記試験（専門知識に関する記述試験）（６０分） 

 （2）個別面接（３０分程度） 
＜注意＞  試験内容についてのお問合せは、一切お受けできません。 

社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団 

看護師 採用試験案内 ＜常勤・正規＞ 

令和 4 年度 採用予定 
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６ 勤務条件等 
 （1） 給与 

    当事業団職員給与規程に基づき支給します。採用までに規程の改正が行われた場合には、その

定めるところによります。 

    現行の３年制大学卒の初任給は２１８，１００円（調整手当含）です。この他、規程に該当する範囲

で、通勤手当、宿直手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が支給されます。また、採用前に

今回募集する業務に関連した職歴がある場合は、一定の基準により加算されます。 

 （2） 勤務時間     

勤務シフト 
A 8:00～16:30 B 8:30～17:00 C 11:45～20:15 

D 8:45～17:15 E 8:30～22:00 F 6:00～ 9:30 

入院設備 有  
主に B シフトでの勤務。 その他に、C シフト（月３回程度）、 

E＋F の宿直シフト（月３回程度／22 時～翌 6 時は仮眠あり）あり。 

入院設備 無   通常は D シフト 8:45～17:15（1 日あたり 7 時間 45 分勤務） 

 （3） 休日・休暇・休業制度 

    入院施設 有…４週８休のシフト勤務 

    入院施設 無…土曜・日曜、祝日 

    年次休暇は年間２０日（翌年度への繰越可・最大４０日）、その他に夏季休暇６月～９月（５日間）、

病気休暇（最大９０日）、年末年始休暇、服忌休暇、育児休業（最大で子が３歳に達するまで）などが

あります。 

    ※年次休暇や夏季休暇等の休暇日数は、採用日によって変動します。 

     例：2 月 1 日付け新採用の場合に付与される初年度の年次休暇は 3 日となります。 
 （4） 勤務地 

    当事業団が運営する横浜市内の施設のいずれかになります（５ページに記載）。 

（5） 人事異動 

    定期的に人事異動（配置換え）を行っており、それに伴って横浜市内で勤務地が変わります。 

 

 （6） 定年退職 

    常勤職員の定年は 60 歳で、その後、最大 65 歳までの再雇用制度があります。 

 

７ その他 

 (1) 職務に必要な免許・資格が取得できなかった（取り消された）場合、受験資格がないこと又は申込

書記載事項が正しくないことが明らかになった場合は、合格を取り消します。資格・免許取得見込みと

して受験され、この採用試験に合格しても、所定の国家試験に不合格となった場合には、採用するこ

とができません。 

(2)  採用前に実施する雇入時健康診断において業務に従事できない重大な異常があると診断される

など、心身の故障により職務に堪えないと認められた場合には、合格を取り消すことがあります。 

(3)  流行性疾患の感染防止の取組として、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘の４疾患について、抗

体価獲得又は必要回数のワクチン接種をお願いしています。抗体がない疾患については、各自でワ

クチン接種を受けてもらい、入職前に証明書のコピー及び抗体価確認表の提出を求めます。 

(4)  試用期間は採用日から 6 か月間とし、必要な場合には、さらに 6 か月間延長することがあります。

試用期間中又は試用期間満了の際に、引き続き勤務させることが不適当と認めた場合には、採用を

取り消すことがあります。 

 (5) 採用試験において提出された書類は、一切返却いたしません。また、書類に記載された個人情報

は、採用試験の実施に関する事務以外では一切使用しません。なお、採用された場合には、当事業

団職員としての人事情報として使用します。 
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〔受験手続〕  
 

１ 採用試験案内（募集要項）及び申込書類 

当事業団ホームページで採用試験案内を掲載しています。 

【ホームページアドレス http://www.yokohama-rf.jp/ 】 

 

２ 試験申込方法 

   必要事項を記載した履歴書(要写真貼付)を下記担当へ郵送してください。 

応募状況や選考の進行状況により、申込を終了している場合がありますので、お申込にあ

たっては、事前に電話やＦＡＸでご連絡ください。 

   

 

 

 

 

（１） 申込受付期間 

   随時受け付けています。 

   なお、応募状況や選考の進行状況により、申込を終了する場合があります。   

 （２）履歴書記入上の注意 

     ・記載事項に不正があった場合には、採用される資格を失うことがあります。 

    ・現住所欄には、本人が同居人の場合は、その同居先を必ず書いてください。 

    ・連絡先電話番号欄には、あなたに確実に連絡できる電話番号（携帯電話番号が望ましい）を記入

してください。 

    ・Ｅメール欄には、あなたに確実に連絡できるＥメールアドレスを記入してください。 

（面接の日程調整等でご連絡する場合があります。） 

    ・写真は、申込の際に、最近３か月以内に撮影した鮮明な写真を貼付してください。 

    ・資格や免許を有する場合は、資格・免許欄にもれなく記入してください。（取得見込時期を含む。） 

    ・受験の際に、車いす用机や手話通訳など何らかの配慮を必要とされる方は、申込時にお申し出く

ださい。 

 

 （３）申込受付後の事務連絡 

     ・面接日程について、別途ご連絡します。指定された日時、集合場所にお集まりください。 
    

 

         お問合せ・郵送申込先 

社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団 経営部人材開発課 採用担当 

〒２２２－００３５   横浜市港北区鳥山町１７７０番地 

Ｔｅｌ．０４５－４７３－０８０４（直通）    Fax．０４５－４７３－０９５６ 

（お問合せ時間 ： 土曜・日曜、祝日を除く、午前８時４５分から午後５時１５分まで） 

【送付先】   〒２２２－００３５  横浜市港北区鳥山町１７７０番地 

社会福祉法人 横浜市リハビリテーション事業団 

経営部人材開発課 採用担当 あて 

【電  話】   ０４５－４７３－０８０４（直通）     

【Ｆ Ａ Ｘ】    ０４５－４７３－０９５６ 
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〔採用試験会場 案内図〕 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

（横浜市港北区鳥山町１７７０番地） 

 

 

 

 

【交通案内】 

    試験会場には、原則として自家用車は入れません。試験当日は、公共交通機関をご利用

ください。 

《ＪＲ・市 営 地 下 鉄 ｢新 横 浜 駅 」から 》  

・徒 歩 約 10 分  

・新 横 浜 駅 5 番 乗 り場 から市 営 バス 300 系 統 「仲 町 台 駅 」行 きで｢浜 鳥 橋 ｣ 

下 車 すぐ 
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〔社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団の紹介〕 

 

１ 横浜市総合リハビリテーションセンター(港北区鳥山町 1770 番地) 

 乳幼児から高齢者まで、身体障害・知的障害を問わず、総合的なリハビリテーションサービスを行っています。 

《主な部門》  

   ☆総合相談部門                             ☆診療部門 

   ☆研究開発部門（福祉機器等の研究開発、臨床評価）      ☆社会参加・職能評価開発部門 

   ☆地域サービス部門(在宅リハビリテーション)           ☆療育・訓練部門 

 ※緑区中山町、神奈川区反町及び金沢区泥亀の 3 か所に、福祉機器の相談等を行う「福祉機器支援センター」があり

ます。 

 ※就学前の児童を対象とした児童発達支援事業所「ぴーす新横浜」があります。 

 

２ 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール（港北区鳥山町 1752 番地） 

３ 障害者スポーツ文化センターラポール上大岡（横浜市港南区上大岡西 1-6-1） 

    障害のある人がスポーツ・文化・レクリエーション活動をとおして健康づくりや社会参加を進めることを支援してい

ます。 

  

４ 地域療育センター 

横浜市内在住の 0 歳から学齢前期(主に小学校期)の児童を対象に、療育に関する相談・診断・訓練を行っていま

す。 

(1)  横浜市戸塚地域療育センター（戸塚区川上町 4 番地 4） 
       ・ぴーす東戸塚 (児童発達支援事業所) 

 

(2)  横浜市北部地域療育センター（都筑区葛が谷 16 番地 3） 
       ・ぴーす中川 (児童発達支援事業所) 

 

(3)  横浜市西部地域療育センター（保土ケ谷区今井町 743 番地 2） 
       ・ぴーす鶴ケ峰 (児童発達支援事業所) 

 

(4)  よこはま港南地域療育センター（港南区野庭町 631 番地） 

       ・ぴーす港南 (児童発達支援事業) 

 


